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報告書概要 

 

現在の日本の労働市場は、労働需要に対して労働供給が大きく制約されている人手不足状況に

あり、その結果、労働市場の機能が活発化している。こうした労働市場の活発化は、労働市場の機

能を強化・適正化することやその活用範囲を拡大することへのニーズをもたらすことになり、人材ビ

ジネスの活動内容の多様化や情報技術の活用ともあいまって、2022 年の職業安定法改正など、一

定の法政策的な対応がなされることになった。 

こうした労働市場の変化は、労働市場の機能の強化・適正化などの政策的対応を必要とするだ

けでなく、より広範囲に労働力を活用できるように労働供給そのものを拡大することに向けた政策

的対応を要請することになる。すなわち、従来の日本型の雇用のもとで主流であった、企業の人事

上の広い裁量に対応できる働き方が可能な労働者だけでなく、そうした伝統的な働き方について制

約のある労働者をどう活用するか、また、より多くの労働者が就業可能な多様な働き方をどのよう

にして促進していくかが重要な政策的課題として現れることになる。たとえば、近年の労働法制等に

おいて重視されてきた、育児や介護等のニーズに対応しながら、あるいは自らの健康問題を抱えな

がら就労する人々の働く機会を増やすための施策の重要性は一層高まるものと予想されるところで

あり、また、より一般的に、多様な働き方を希望する労働者に適合的な人事制度ないし法制度の設

計が望まれることになる。その他に、外国人労働者の適正かつ円滑な受入れなどの国際的労働力

移動に係る施策や、障害者や高齢者がその能力を十分に発揮しつつ働くことのできる機会の拡大

やそれに対する支援のための施策についても同様の政策的な含意を含むものとして位置づけられ

る。 

さらに、多様な働き方の促進による労働力活用の機会の拡大という観点からすれば、伝統的な

「労働者」としての働き方に加えて、いわゆるフリーランスとしての就業について、それが適切に行

われるための施策を考えることも、労働市場の状況変化の中では一層重要な意味をもつことになる。

加えて、限られた労働力を一層有効に活用し、より充実した職業生活の機会を拡大するという観点

からは、スキルの高度化のための施策も視野に入れるべきものとなり、ＤＸ等の技術革新やビジネ

スモデルの変化に対応するためのリスキリングの促進がその例として挙げられる。 

他方で、一般的には人手不足が続く経済状況のもとでも、個々の企業については経営状況が

様々に変化することはありうることであり、企業の経営戦略上の判断により企業組織の変動が生じ

た場合などに、労働者の雇用危機が生じたり、労働条件の変化が生じたりすることも当然予想され、

解雇などの人員整理や賃金制度の見直しも問題となりうる。ただし、そうした問題への対応策を考

える場合でも、労働市場の活発化を前提とすれば、外部労働市場を考慮した対応を視野に入れる

ことも有益となるのであり、外部労働市場の活用も含めた労働者の生活への配慮といった法的対

応の検討も重要性を帯びてくることになる。 

 以上の他、労働市場の変化は労働政策というもののとらえ方にも影響を及ぼすものであり、従来

においては労働政策として考えられてきた政策について、経済政策や社会保障政策との交錯や連

携を考える必要が強まっている。また、労働政策の内部においても、集団的労使関係をめぐる政策

等を新たな視点から見直すことが有意義なものとなっている。そして、これらの課題の検討について

は、従来の日本における研究のみでは十分ではなく、比較法的な研究や歴史的な研究をふまえた



検討を行うことが有益となる。 

本研究は、こうした問題意識から、育児・介護責任を抱えた労働者への対応、外国人労働者やフ

リーランス就業者の保護、労働移動をめぐる競争法規制のあり方、労働市場の変化に対応した解

雇や労働条件の規制のあり方など、多様な労働者が労働市場に関与するようになっている中での

労働法政策や社会保障法政策の課題を、比較法的・歴史的な視点を踏まえて検討したものである。 


